
株式会社メイコーテック （単位：円）

流　動　資　産 641,063,731 流　動　負　債 407,877,677

現 金 預 金 51,387,630 支 払 手 形 86,405,573

受 取 手 形 190,311,496 買 掛 金 253,267,085

電 子 記 録 債 権 7,328,254 短 期 借 入 金 25,000,000

売 掛 金 305,161,021 未 払 金 3,267,433

商 品 及 び 製 品 75,855,322 未 払 費 用 6,865,430

貯 蔵 品 3,898 未 払 法 人 税 等 16,613,400

前 払 費 用 1,487,465 未 払 消 費 税 等 2,224,600

立 替 金 1,147,613 賞 与 引 当 金 13,099,905

短 期 貸 付 金 678,164 預 り 金 1,043,531

前 受 金 90,720

未 収 入 金 1,177,768 固　定　負　債 39,846,838

繰 延 税 金 資 産 6,525,100 退 職 給 付 引 当 金 39,846,838

固　定　資　産 23,548,366 447,724,515

（ 有 形 固 定 資 産 ） （ 4,168,552 ）

建 物 1,052,697 株　主　資　本 216,887,582

機 械 装 置 1,452,110 資本金 20,000,000

工 具 器 具 備 品 1,663,745 利益剰余金 196,887,582

（ 無 形 固 定 資 産 ） （ 516,213 ）   利益準備金 5,000,000

電 話 加 入 権 464,333 　その他利益剰余金 191,887,582

ソ フ ト ウ ェ ア 51,880 （うち当期純利益） （ 17,433,693 ）

（投資その他の資産） （ 18,863,601 ） 　　別途積立金 135,000,000

投 資 有 価 証 券 1      繰越利益剰余金 56,887,582

敷 金 保 証 金 5,186,000

繰 延 税 金 資 産 13,627,600

出 資 金 50,000

216,887,582

664,612,097 664,612,097

金 額

貸　借　対　照　表

（平成28年3月31日現在）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目

負 債 合 計

純 資 産 の 部

純 資 産 合 計

資 産 合 計 負 債 ・ 純 資 産 合 計



重要な会計方針に係る事項に関する注記
1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法に基づく低価法（収益低下による簿価切り下げの方法）

２. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産の減価償却の方法

　　　　建物（建物附属設備は除く)
　　　　①平成10年３月31日以前に取得したもの
　　　　　旧定率法によっております。
　　　　②平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの
　　　　　旧定額法によっております。
　　　　③平成19年４月１日以降に取得したもの
　　　　　定額法によっております。
　　　　建物以外
　　　　①平成19年３月31日以前に取得したもの
　　　　　旧定率法によっております。
　　　　②平成19年４月１日以降に取得したもの
　　　　　定率法によっております。

　③平成24年４月１日以降に取得したもの

(2) 無形固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

3 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備える為、支給見込額に基づき計上しております。
(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき
当期末において発生していると認められる額を計上しております。

4 その他計算書類作成の為の基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
　　　税抜方式を採用しております。

貸借対照表に関する注記
　有形固定資産の減価償却累計額 8,052,940 円
　受取手形割引高 54,713,047 円

Ⅱ. 株主資本等変動計算書に関する注記
１. 発行済株式総数 40,000 株

Ⅲ. 一株当たり情報に関する注記
１. 一株当たり純資産額 5,422.19 円
２. 一株当たり当期純利益 435.84 円

　　　　　定率法によっております。
　　　　　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
　　　　　また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で
　　　　　均等償却する方法によっております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　（少額償却資産等）
　　　　　取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、法人税法に規定に基づき、
　　　　　3年間で均等償却しております。
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